
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律

第
一
条
第
一
項
の
特
例
選
挙
期
日
を
定
め
る
政
令
案

参
照
条
文

○
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
二
号
）

抄

（
選
挙
期
日
等
）

第
一
条

指
定
市
町
村
（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
八

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
統
一
地
方
選
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
の
期
日
に
お
い
て
は
平
成
二
十
三
年
東

北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
影
響
の
た
め
選
挙
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
市
町
村
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
市
町
村
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
指
定
県
（
指
定
市
町
村
の
区
域
を
包
括
す
る
県
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
か
ら

同
年
六
月
十
日
ま
で
の
間
に
そ
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選

挙
の
期
日
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
統
一
地
方
選
特
例
法
第
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
以
下
「

特
例
選
挙
期
日
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２

指
定
市
町
村
及
び
指
定
県
の
う
ち
、
統
一
地
方
選
特
例
法
第
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
の
期
日
に
お
い
て

そ
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
の
当
該
選
挙
の
期
日
は
、
公
職
選
挙
法
第
三
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
十
四
条

第
一
項
及
び
統
一
地
方
選
特
例
法
第
一
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
選
挙
期
日
と
す
る
。

３

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
指
定
市
町
村
又
は
指
定
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
に
つ
い
て
、
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
以
外
の

選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

定
め
る
日
前
五
日
ま
で
に
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
選
挙
の
期
日
は
、
公
職
選
挙
法
第
三
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
統
一
地

方
選
特
例
法
第
一
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
選
挙
期
日
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



５

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
総
務
大
臣
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
総
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。


